
一般社団法人いわき労働基準協会 

 

 

低圧電気取扱作業特別教育講習会の開催について 

 

 

  低圧電気（交流６００Ｖ以下、直流７５０Ｖ以下）の開閉器の操作の業務に就く者に対しては、

労働安全衛生法第 59 条第 3 項、労働安全衛生規則第 36 条第 4 項の規定により、事業者が安全に関

する特別教育を行なわなければならないこととされております。 

  当協会では、東北電力（株）いわき営業所のご協力を得て、事業者に代わって、下記により標記

特別教育講習会を開催することといたしましたので、受講いただきますようご案内申し上げます。 

  なお、定員人数に達しましたときは、締め切りますので、お早めに申し込み願います。 

 

記 

 

１．日 時 第２回  平成３０年１０月５日（金） 

         午前８時３０分～午後５時５５分 

 

２．場 所        いわき新舞子ハイツ いわき市平下高久字南谷地１６－４ 

                 TEL ０２４６－３９－３８０１ 

 

３．受講料及びテキスト代 

会 員  受講料    ５，４００円（5,000 円+消費税 400 円） 

            テキスト代        ７０２円（650 円+消費税 52 円） 

            合計     ６，１０２円 

 

       非会員  受講料    ６，４８０円（6,000 円+消費税 480 円） 

            テキスト代    ７０２円（650 円+消費税 52 円） 

            合計     ７，１８２円 

        （昼食は、各自ご用意いただきます。） 

 

４．申し込み方法 申込書に必要事項を記入して＜窓口・現金書留・ＦＡＸ＞のいずれかでお申し

込みください。受付次第、ＦＡＸで受講票を送ります。 

講習会２日前までにご連絡のない場合は、受講料は払戻しいたしませんので、

ご了承ください。 

 

 ＜申込み先＞  （一社）いわき労働基準協会    いわき市郷ヶ丘２丁目３０番地３ 

            ＴＥＬ．0246(29)0011   ＦＡＸ．0246（29）0013 

 

＜受講料振込先＞ 東邦銀行いわき営業部  

普通預金 NO 1645498 （一社）いわき労働基準協会 

                振込手数料は事業場負担になりますので、ご了承ください。 

 

 ＜納金締切日＞  講習会１週間前 

 



５．時間割り 

   

終了後、修了証を交付します。 

６．その他  会場の駐車場の関係で、相乗り等にご配慮のうえ、最小限にするようご協力をお願いい

たします。 

 

低圧電気取扱作業特別教育講習会申込書（10/5） 

フ リ ガ ナ 

受 講 者 名 
生年月日 職名 現 住 所 

   〒 

 

   〒 

 

   〒 

 

平成  年  月  日 

（一社）いわき労働基準協会長殿  

                事業場名
フ リ ガ ナ

 

                所在地 〒 

 

 

                代表者氏名 

                   担当者氏名              印 

                ＴＥＬ             ＦＡＸ 

 

 

いずれかに〇を付けてください （ 会員・ 非会員 ） 

 

 

＜受講料の納入方法＞   

  いずれかに○をつけ記入してください。 

① 現金書留 

② 銀行振込（東邦銀行いわき営業部．普通預金ＮＯ．１６４５４９８ （一社）いわき労働基準協会） 

    月  日 振込    名分        円 

③ 協会へ持参（講習会日１週間前までに） 

    月  日 持参    名分        円 

 教習科目 時間  教習科目 時間 

１ 低圧電気に関する基礎知識 １時間 ４ 
低圧の活線作業及び活線

近接作業の方法 
２時間 

２ 低圧電気設備に関する基礎知識 ２時間 ５ 関係法令 １時間 

３ 
低圧用の安全作業用具に関する

基礎知識 
１時間 ６ 

実技（開閉器の操作の実

務） 
１時間 


